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ベトナム 個人所得税/強制社会保険

2026.3.24
ベトナム改正個人所得税法と強制保険

― 給与の実質支給額に直結する実務ポイント ―

2026.3.24

ES CONSULTING VIETNAM CO., LTD.
講師 縄重 宏史 / Duong Phuong Thanh
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会社概要

グループ会計法人  ES Accounting Vietnam Co,. Ltd.

パートナー弁護士法人 Asia Global Law Firm

スタッフ数（3法人）  67名(日本人6名、ベトナム人61名)

    日本人
    公認会計士等 2名

    コンサルタント 2名
    管理部門  1名
    地方銀行出向者 1名

    ベトナム人
    公認会計士  7名
    弁護士  3名
    税理士等  7名

クライアント数   現在100社 累計900社以上

社 名  ES CONSULTING VIETNAM CO., LTD.

設 立  2008年2月26日（前身法人 ES NETWORKS   VIETNAM   CO,. LTD.）

  2019年1月1日営業開始

資本金 22.68億VND

出資者 株式会社エスネットワークス 100%

代表者 高田 真 (General Director)

  Hoang Dang Khoa (Deputy Director)

所在地 （本社）ホーチミン

 12th Floor, CJ Building, 2Bis-4-6 Le Thanh Ton, Sai Gon Ward, HCMC

  （支店）ハノイ

 22nd  Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Kim Lien Ward, Hanoi
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サービス概要

❑ 記帳代行
❑ 会計レビュー
❑ 給与計算
❑ 税務申告代行（個人/法人）
❑ 顧問業務
❑ 財務会計/管理会計体制構築
❑ IFRS対応
❑ 移転価格税制対応
❑ グローバル・ミニマム課税対応

❑ M&Aスキーム構築
❑ 財務・税務・法務DD
❑ バリュエーション
❑ PMI（経営統合支援）
❑ 常駐支援
❑ 専門通訳/翻訳

❑ 規制調査
❑ ワークパーミット取得
❑ ライセンス取得
❑ 視察アテンド
❑ 現地法人設立
❑ 駐在員事務所設立

会計/税務/労務/法務 M&A /その他ベトナム進出支援

3

進出前 進出前後進出後

規制調査から法人設立まで 記帳代行からグローバル・ミニマム課税対応まで M&Aから常駐支援まで

• 進出前から進出後までサポート

本セミナー
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改正個人所得税法
Law No.109/2025/QH15
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・ 改正法Law No.109/2025/QH15は、2026年7月1日から施行されますが、適用開始日は下表のとおりです

・ 政令、通達の公布により、具体的な手続きや運用ルールが明確化される見込みです

はじめに ～ 改正個人所得税法に係る留意事項

＃ 所得区分 所得の具体例 適用開始日

1 事業所得 商品、サービスの事業活動から得られる所得 「居住者」に関する規定 ：2026年1月1日
「非居住者」に関する規定：2026年7月1日2 給与所得 本日のメインテーマ 給料、ボーナス、各種手当

3 資本投資所得 貸付利息、配当金

2026年7月1日

4 資本譲渡所得 出資持分、有価証券の譲渡所得

5 不動産譲渡所得 土地使用権、住宅の所有権の譲渡所得

6 賞金所得 宝くじ、懸賞、プロモーション等による賞金

7 ロイヤリティ所得 知的財産権の譲渡又は使用許諾による所得

8 フランチャイズ所得 フランチャイズ契約に基づく商標等の使用対価

9 相続・贈与所得 有価証券、不動産等の相続・贈与

10 その他所得 デジタル資産や金地金等の譲渡所得

29. Implementation clauses

Thanhさん

Q：法改正の目的を教えてください

A：今回の改正のポイントはベトナム居住

者に対する個人所得税の減税です。

近年の最低賃金の上昇や物価変動を反

映し、納税者の税負担を軽減することで、

家計の負担軽減を図ることを目的としてい

ます。
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給与所得に係る個人所得税の全体像

課税所得 税率 個人所得税額

居住者

非居住者

総所得
– 非課税所得 – 所得控除

（累進税率）
5～35％

総所得 – 非課税所得
（固定）

20％

月次 or 四半期申告
+ 確定申告

月次 or 四半期申告
確定申告：通常不要
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税率

居住者

非居住者

（累進税率）
5～35％

（固定）
20％

居住者/非居住者

課税所得

総所得
– 非課税所得 – 所得控除

総所得 – 非課税所得

個人所得税額

月次 or 四半期申告
+ 確定申告

月次 or 四半期申告
確定申告：通常不要
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・ ① ② ③のいずれかに該当している場合

① 1月1日～12月31日の間で、183日以上ベトナムに滞在
② 初回入国日から起算して12ヶ月の間で、183日以上ベトナムに滞在
③ 合計183日以上の賃貸借契約を契約している 又は 恒久的住所（TRC等に伴う登録住所）を保有

・上記①②③のいずれにも該当しない場合
・ ③の場合でも、他国の税務上の居住証明・領事認証・ベトナム語翻訳があり、① ②のいずれにも

該当しない場合は非居住者扱いとできる

• ベトナム滞在日数は、パスポート（スタンプ）や出入国記録等により確認

• 入国日、出国日もそれぞれ1日として計算

居住者/非居住者

居住者

非居住者
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給与所得に係る課税所得

税率

居住者

非居住者

（累進税率）
5～35％

（固定）
20％

課税所得

総所得
– 非課税所得 – 所得控除

総所得 – 非課税所得

個人所得税額

月次 or 四半期申告
+ 確定申告

月次 or 四半期申告
確定申告：通常不要
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ベトナム国内外を問わず得た全ての所得

L 海外の銀行口座で受領した所得も含む

ベトナムに経済的源泉を有する所得

L ベトナムでの労務の対価を海外の銀行口座で受領した所得も含む

L ベトナム法人の業務のために短期出張した際の所得も含む

全世界所得

ベトナム源泉所得

課税所得 総所得 非課税所得 所得控除

Thanhさん

Q：非居住者でベトナム源泉所得が明確でない場合はどの

ように計算しますか？

A：非居住者の場合は、基本的には四半期ごとに申告しま

すので、四半期の間ベトナムに何日滞在したかを確認して、

全世界所得をかけて計算します。

居住者

非居住者

No. 111/2013/TT-BTC

給与所得に係る課税所得
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駐在員の給与所得に関する参考（グロスアップ計算）

• 所得税率や強制保険の負担金の違いにより、同水準の額面給与でも手取り額が少なくなる場合がある

• グロスアップ計算とは手取り額を保証するため、手取り額から額面給与を逆算して導き出す計算のこと

所得税 10万円

手取り 90万円

額 面：100万円
税 率：10％
手取り ：90万円

所得税 38.6万円相当

手取り 90万円相当

額 面：128.6万円 【≒90万円÷(1-0.30)】
税 率：30％（説明の便宜上、累進課税率ではなく固定としています）
手取り ：90万円

グロスアップ

日本 ベトナム

所得税額：
128.6万円×30% ≒ 38.6 万円

【概念図】
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ベトナム国内外を問わず得た全ての所得

L 海外の銀行口座で受領した所得も含む

ベトナムに経済的源泉を有する所得

L ベトナムでの労務の対価を海外の銀行口座で受領した所得も含む

L ベトナム法人の業務のために短期出張した際の所得も含む

全世界所得

ベトナム源泉所得

課税所得 総所得 非課税所得 所得控除

居住者

非居住者

給与所得に係る課税所得
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会社支給費用、手当（例） 非課税所得 課税所得

WP、ビザ、TRC取得費用
・ 労働契約書、社内規程等に規定+会社宛てのVATインボイス

で、WP取得費用は非課税
・ 左記を満たさないWP取得費用
・ ビザ及びTRCの取得費用

時間外手当
・ 居住者は、「全額」 非課税
・ 非居住者は、2026年7月1日から「全額」非課税

・ 政令や通達で非課税所得の要件が規定され、要件を満たさな
い場合は課税所得となる可能性がある

未使用有給休暇の買い取り
・ 居住者は、「全額」 非課税
・ 非居住者は、2026年7月1日から「全額」非課税

・ 政令や通達で非課税所得の要件が規定され、要件を満たさな
い場合は課税所得となる可能性がある

食事手当
・ 労働契約書、社内規程等に規定
・ 現金支給の場合は規程等の金額の範囲内であれば非課税

・ 左記に規定されていない場合
・ 社会通念上、合理的な範囲を超える食事手当

子女教育費用
(幼稚園～高校)

・ 労働契約書、社内規程等の規定＋会社と学校が直接契約
＋学費を会社が直接学校に支払い＋支払証憑

・ 左記を満たさない場合
・ 学費以外の給食費、バス代等

健康診断費用 ・ 労働契約書、社内規程等の規定＋会社宛てのVATインボイス
・ 左記を満たさない場合
・ 任意の人間ドックの追加、家族の健康診断費用

任意保険費用 ・ 社内規程等の規定された掛け捨て型保険 ・ 左記を満たさない場合

個人所得税申告代行費用 ・ 労働契約書に規定されたForm05申告代行費 ・ Form02申告代行費

一時帰国費用
・ 労働契約書、社内規程等の規定＋会社宛てのVATインボイス

    (年1回までの帰国)
・ 左記を満たさない場合
・ 家族の一時帰国費用

住宅手当（次頁）
（家賃、水光熱費、管理費等）

・ 労働契約書等に規定＋会社名義契約+会社宛てのVATイン
ボイスがあれば、15%ルールでの非課税部分あり

・ 左記を満たさない場合
・ 給与に住宅手当が加算されるケース

https://manabox-global.com/2026/01/20261092025qh15zangyo/

Thanhさん

Q：時間外手当・未使用有給休暇の買い取りについて説明をお願い

します。

A：これまでは割増分のみ非課税でしたが、法律の条文からは割増分

が非課税との記載がなくなりました。

よって、基本的には全額非課税と考えてもいいのですが、政令や通達

で制限がかかる可能性があります。

例えば、基本給を下げて、残業手当をその分増やすといったことを防ぐ

ため制限がかかる可能性があります。

、ビザ、TRC取得費用

-glocal.com/news/168/

-exempt income 8項

-BTC

-BTC

-

-

-

-4

給与所得に係る非課税所得/課税所得

https://www.i-glocal.com/news/168/
https://www.i-glocal.com/news/168/
https://www.i-glocal.com/news/168/
https://manabox-global.com/2025/07/730000teatelunch/
https://manabox-global.com/2025/07/730000teatelunch/
https://manabox-global.com/2025/07/730000teatelunch/
https://manabox-global.com/2024/02/gakkouhiyouvn/
https://manabox-global.com/2024/02/gakkouhiyouvn/
https://manabox-global.com/2024/02/gakkouhiyouvn/


本資料の無断での複写、転写、転載、改竄または配布は禁止されています。 ＠2026 ES Consulting Vietnam Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 14

住宅手当の15％ルール

課税所得に算入される金額は、 A、B いずれか小さい額（同額ならその金額が課税所得）

A （住宅手当を除く総所得ー非課税所得）× 15%
B 家賃等（電気、水道代等、家賃に付随する支払いも含む）

＃ A B

住宅手当を除く総所得
ー非課税所得

（住宅手当を除く総所得
ー非課税所得）×15％

家賃等 家賃等のうち
課税所得部分

家賃等のうち
非課税所得部分

１ 4,000USD 600USD 500USD 500USD 0USD

２ 4,000USD 600USD 600USD 600USD 0USD

３ 4,000USD 600USD 1,000USD 600USD 400USD

４ 2,000USD 300USD 1,000USD 300USD 700USD
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ベトナム国内外を問わず得た全ての所得

L 海外の銀行口座で受領した所得も含む

ベトナムに経済的源泉を有する所得

L ベトナムでの労務の対価を海外の銀行口座で受領した所得も含む

L ベトナム法人の業務のために短期出張した際の所得も含む

全世界所得

ベトナム源泉所得

課税所得 総所得 非課税所得 所得控除

居住者

非居住者

給与所得に係る課税所得
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・ 所得控除なし

給与所得に係る所得控除

子供
実子、養子、非嫡出子、
配偶者の連れ子 等

18歳未満 無条件で扶養対象

18歳以上
① 障害、病気などで就労不能
② 国内又は海外の大学、専門学生等

その他の親族
配偶者、父母、祖父母、
兄弟姉妹 等

－
③ 障害、病気などで就労不能
④ 就労年齢（2026年1月時点 男性：61歳6ヶ月、女性：57歳0ヶ月）超

扶養控除：身分証明書、所得申請等とともに、税務局に申請書を提出する必要があり（通常は勤務先経由で）

-based 

①所得要件なし、②③④課税年度の平均月間所得が 100万VND 超の場合は扶養対象外

Thanhさん

Q：ベトナムには日本のように節税商品はあるのですか？

Ａ：任意年金が唯一の節税商品ですが月100万VNDが

所得控除となるだけです。

仮に20％の累進税率とすると、節税効果は月20万VNDで

月1000円程度なので、ほぼ節税効果はないと言ってもいい

と思います。

居住者

非居住者

・ 強制保険料（社会保険、健康保険、失業保険）
・ 基礎控除 月 1,550万 VND
・ 扶養控除 １人当たり月 620万 VND
・ 寄付金等
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給与所得に係る税率

税率

居住者

非居住者

（累進税率）
5～35％

（固定）
20％

課税所得

総所得
– 非課税所得 – 所得控除

総所得 – 非課税所得

個人所得税額

月次 or 四半期申告
+ 確定申告

月次 or 四半期申告
確定申告：通常不要
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月額課税所得区分 税率

1,000万VND以下 5％

1,000万VND超 3,000万VND以下 10％

3,000万VND超 6,000万VND以下 20％

6,000万VND超 1億VND以下 30％

1億VND超 35％

居住者

～19

～27

非居住者

20％（固定）

給与所得に係る税率

（例）1億2,000万VNDの月額課税所得の税額計算

 1億2,000万VND×35％＝4,200万VND

（この計算方法は誤りです）

（例）1億2,000万VNDの月額課税所得の税額計算

1億2,000万VND×20％＝2,400万VND
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個人所得税額（累進税率適用の居住者）

月額課税所得区分 月額課税所得 税率 税額

1,000万VND以下 1,000万VND 5％ 50万VND

1,000万VND超
3,000万VND以下

2,000万VND 10％ 200万VND

3,000万VND超
6,000万VND以下

3,000万VND 20％ 600万VND

6,000万VND超
1億VND以下

4,000万VND 30％ 1,200万VND

1億VND超 2,000万VND 35％ 700万VND

合計 １億2,000万VND － 2,750万VND

（例）月額課税所得１億2,000万VNDのケース 法改正により、465万VNDの減税

月額課税所得区分 月額課税所得 税率 税額

500万VND以下 500万VND 5％ 25万VND

500万VND超
1,000万VND以下

500万VND 10％ 50万VND

1,000万VND超
1,800万VND以下

800万VND 15％ 120万VND

1,800万VND超
3,200万VND以下

1,400万VND 20％ 280万VND

3,200万VND超
5,200万VND以下

2,000万VND 25％ 500万VND

5,200万VND超
8,000万VND以下

2,800万VND 30％ 840万VND

8,000万VND超 4,000万VND 35％ 1,400万VND

合計 １億2,000万VND － 3,215万VND

法改正前 法改正後

465万VND減税
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個人所得税額及び申告

税率

居住者

非居住者

（累進税率）
5～35％

（固定）
20％

課税所得

総所得
– 非課税所得 – 所得控除

総所得 – 非課税所得

個人所得税額

月次 or 四半期申告
+ 確定申告

月次 or 四半期申告
確定申告：通常不要
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申告期限

ベトナム法人からの給与（法人申告） 海外法人からの給与（個人申告）

居住者

月次申告
・ 毎月20日
・ ベトナム法人が月次でVAT申告の場合、PITも月次申告
・ 駐在員事務所が給与支払者の場合は月次申告

・ 月次申告制度はない

四半期申告 ・ 4月/7月/10月/1月の月末 ・ 同左

確定申告 ・ 3月31日まで
・ 入国初年度、翌年度以降、帰国年度で確定申告期限が異なる
（次頁）

非居住者

月次申告
・ 毎月20日
・ ベトナム法人が月次でVAT申告の場合、PITも月次申告
・ 駐在員事務所が給与支払者の場合は月次申告

・ 月次申告制度はない

四半期申告 ・ 4月/7月/10月/1月の月末 ・ 同左

確定申告 ・ 3月31日まで
・ 通常不要
・ 納税額の追納・修正、ベトナムで複数の所得源がある場合等においては
4月30日までに確定申告が必要
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入国時から帰任時までの確定申告まで

初年度
居住日数

入国初年度 翌年度以降 帰国年度

課税期間 確定申告期限 課税期間 確定申告期限 課税期間 確定申告

暦年で
183日未満

入国日から365日

→課税期間が
翌年度にも及ぶ
（※）

課税期間の翌日から
起算し90日以内

1月1日～
12月31日

4月30日
1月1日から
出国日まで

確定申告を委任の
場合は帰国後45日
以内に確定申告が
必要

委任していない
場合は帰国日まで
に確定申告が必要

暦年で
183日以上

入国日から
12月31日まで

4月30日

• 入国初年度、雇用開始日から10営業日以内に、納税者番号を登録しなければならない

• 登録に際しては、ベトナムの携帯電話番号及びパスポートのスキャンデータが必要となります

• 過去に出張で訪越された場合については、出張日を初来越日とするか検討が必要となりますので専門家にご相談ください

（※）課税期間が翌年度にも及ぶため、翌年度の課税期間との重複分に係る税金は翌年度申告で控除できる

納めすぎた税金は確定申告にて還付可能ですが、還付に時間がかかるため翌期以降の税額と相殺することが一般的です

Thanhさん

Q：確定申告で、留意すべきことありますか

A 基本的に月次or四半期における税額計算を適切にしておけば確

定申告で追加で納税することはありません。

逆に、月次or四半期計算で考慮されなかった所得があることが、確定

申告時に判明したら確定申告において追加で納税することになります。

留意点
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給与所得に係る申告書

給与支給者 申告単位 月次 or 四半期申告書の様式 確定申告書の様式

ベトナム法人
駐在員事務所

会社申告
（全従業員分をまとめて申告）

Mẫu số: 05/KK-TNCN Mẫu số: 05/QTT-TNCN

給与支給者 申告単位 月次申告書の様式 確定申告書の様式

海外法人 個人申告 Mẫu số: 02/KK-TNCN Mẫu số: 02/QTT-TNCN

様式の種類

Mẫu 様式

Số 番号

KK（Kê khai） 申告

QTT （Quyết Toán Thuế） 確定申告

TNCN（Thu Nhập Cá Nhân） 個人所得

申告書1ページ目の抜粋
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罰則（例）

納税者番号
登録の遅延

・ 遅延期間に応じて、1百万VND～10百万VNDの罰金
・ 10日以内の遅延で警告のみの場合もあり

本税の
延滞利息

なし
罰金の

延滞利息

未払罰金
×0.05%
×延滞日数

過少申告
過少納税

・ 不足税額の20%の罰金
・ 税務局による検査、調査の決定を公表する前に、修正申告の上、
全額納税すれば、20%の罰金が免除される

本税の
延滞利息

不足税額
×0.03%
×延滞日数

罰金の
延滞利息

未払罰金
×0.05%
×延滞日数

申告遅延
・ 遅延日数に応じて、2百万VND～25百万VNDの罰金
・ ５日以内の遅延で警告のみの場合もあり

本税の
延滞利息

なし
罰金の

延滞利息

未払罰金
×0.05%
×延滞日数

納税遅延 ・ 罰則なし
本税の

延滞利息

不足税額
×0.03%
×延滞日数

罰金の
延滞利息

なし

税務局による
脱税認定

・ 脱税額の1～3倍の罰金
・ 脱税額1億VND以上または再犯の場合、刑事事件になる可能性
  があり

本税の
延滞利息

不足税額
×0.03%
×延滞日数

罰金の
延滞利息

未払罰金
×0.05%
×延滞日数

https://vietnam.incorp.asia/
vietnam-pit-finalization-
deadlines/

• 個人に罰金が科せられるときは、一般に下表の罰金額の半額となる

-CP
Article 10. Penalties for violations against regulations on tax registration time limits; notification of temporary 

.

-related administrative violation, if an entity commits such violation, they 
two times as much as the amount of penalty imposed on persons, except the 

-CP Article 1 A fine equal to 20% of the underpaid tax amount or the tax amount 

の罰金免除 No. 125/2020/ND-CP Article 9. 

Luật Quản lý thuế）38/2019/QH14 の第59条

-CP
– Penalties for violations against regulations on submission of tax returns

延滞利息Law on Tax Administration Art.59

-CP Article 1 A fine of 1 to 3 times the evaded tax amount shall apply to 

– Tax evasion
脱税が一定額を超える場合は刑事責任が発生すると規定されています。
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天災、火災、事故、重病等 被害額に応じて個人所得税を減免

デジタル技術分野の高度人材

以下の場合、デジタル技術分野の高度人材に対する給与・報酬所得について、5年間個人所得税を免除
a) 集中デジタル技術区におけるプロジェクトからの所得
b) 主要デジタル製品、半導体チップ、人工知能システムの研究・開発・製造プロジェクトからの所得
c) デジタル技術人材育成プロジェクトからの所得

ハイテク・戦略技術の研究開発に
従事する高度人材

優先ハイテク技術リストまたは戦略技術・戦略技術製品リストに基づくハイテク・戦略技術の研究開発に
従事する高度人材の給与・報酬所得について、5年間個人所得税を免除

オープンエンド型投資信託
証券法に基づき設立されたオープンエンド型投資信託の受益証券を取得日から2年以上保有した場合、

その譲渡所得は個人所得税を免除

証券投資信託
不動産投資信託

政府が定める期間中、証券投資信託及び不動産投資信託が個人投資家へ分配する配当について、
個人所得税を50％軽減

個人所得税の免税・減免

個人所得税の免税及び減免について、政令や通達にて運用ルールが具体化される見込みです
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ベトナムの強制保険制度
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強制保険制度の概要

内容 給付額など（一例） 留意点

社会保険

傷病制度 ・（休む直前月の社会保険算定月額給与÷24）×75%×支給対象日数
・ 申請後にまとめて支払われる
・ 算定給与の上限は国が定める参照額2,340,000VNDの20倍

産休制度
・ 産前検査 最大5回（1回につき事情があれば2日まで）産休取得可
・ 出産一時金 国が定める参照額×2×1度で産まれた子供の人数
・ 出産手当 (出産前6ヶ月の社会保険算定月額給与平均)×100％×6ヶ月

・ 出産手当は双子は＋１ヶ月、三つ子は＋2ヶ月
・ 出産手当は2026年7月以降、第2子以降の出産で+1ケ月
・ 男性も産休暇制度あり（出産から60日以内に開始、通常5営業日）

労災・職業病制度
・ 労災で治療中の期間は会社が給与の100％を支給
・ 労災の障害率に応じて、一時金か月額給付等もあり

・ 実務上、会社が従業員に支払った後に会社が国に請求する

年金制度
・ 社会保険算定月額給与平均×40％～75％（加入年数等により変動）
・ 15年未満の加入年数の場合は一時金の支給あり（例：帰任者）

・ 年金受給には15年の加入年数が必要で、外国人も条件を満たせば対
象。年金に加え、加入期間35年以上の男性従業員及び加入期間が30
年以上の女性従業員は、退職時に一括手当を受け取る権利がある

遺族制度
・ 遺族1人当たりの遺族年金は社会保険算定月額給与×50％～70％
（遺族最大4人まで受給可）

・ 遺族年金は、亡くなった被保険者の社会保険加入が15年以上又は
労災死亡又は年金受給中又は労災年金受給中のいずれかで発生する

健康保険 医療費給付 ・ 登録医療機関における健康保険対象の医療費は80％支給（会社員）
・ 登録医療機関は事前に登録する必要があり
・ 日本と異なり家族は各々で健康保険に加入する必要があり

失業保険

失業手当 ・ 直近6か月の失業保険算定月額給与平均×60%×3ヶ月～12ヶ月
・ 月額上限は地域の最低賃金×5倍
・ 支給期間は加入期間に応じて3ヶ月～12ヶ月

職業訓練支援
・ 1,000,000VND／月×最大6ヶ月（目安）

地域、訓練内容等により異なる
・ 支援金は 職業訓練機関へ直接支払い

再就職支援 ・ 雇用サービスセンターでの求人紹介、キャリアカウンセリング ・ 金銭給付無し

Thanhさん

Q：ベトナムでは産休制度の充実を図って少子化を止めようとしていま

すが、スライドの補足をお願いしたいのですが、まずどのような方がこの制

度を利用できるのでしょうか？

A この産休制度を利用するためには、少なくとも出産前の12ヶ月のう

ち、少なくとも6ヶ月間は社会保険料を納付する必要があります。

出産前に退職した場合でも、社会保険料の納付要件を満たしていれ

ば、出産手当を受け取る権利があります。

Q 産前検査の事情があれば2日までとはどういう意味ですか

A 医療機関が遠方にある場合や、妊婦が健康上の問題を抱えている

場合のことを指します

Q 出産一時金について、詳しく教えてください

A 第1子は、国が定める法定基本給与234万VND の 2倍 の 468

万VNDが支給され、双子の場合は234万VNDの4倍の936万VND

が支給されます。

また、ホーチミン市の場合は35歳未満の女性が第2子を出産すると、

別途500万VNDが支給されます。

つまり、第2子出産で468万VND+500万VND の合計968万

VNDが支給されます

また、妻が社会保険加入者でなく、夫だけが加入している場合の出産

一時金が受給できます。

Q 出産手当について、詳しく説明してください

A 出産手当は産休期間中に支給される手当となります。

産休は出産の2ヶ月前から取得することができ、現在は合計6ヶ月です。

2026年7月以降、第2子以降の出産で7ヶ月となります。

また、男性も産休取得可能です。

Q その他少子化対策としてどのようなものがありますか

A 出産に関連する医療費や検診費も社会保険からカバーされます

https://tuoitre.vn/quyen-loi-thai-san-theo-luat-moi-ai-duoc-huong-

huong-bao-lau-tro-cap-the-nao-2026012422075322.htm
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加入対象者/加入対象外

加入対象者（例） 加入対象外（例）

社会保険

ベトナム人

• 1ヶ月以上の労働契約がある（労働契約の中に試用期間契約が含まれて

いる場合は試用期間中も加入対象）

• 月収2,340,000VND以上のパート

• 無報酬役員（会長、取締役等）：ただし、労災・職業病制度は加入できず

外国人

• 12ヶ月以上の労働契約及び労働許可証（WP）がある

（ベトナム法人からの給与支給の有無にかかわらず）

ベトナム人

• インターンシップ

• 労働契約とは別に試用期間の係る契約書を締結した場合の試用期間中

• 月内に14日以上、賃金が発生しない欠勤・休職がある場合

外国人

• WPの形態が社内異動者（※）

• WPの形態が海外企業とベトナム企業の業務提携契約に基づく経済契約の履行（出向）

• 労働契約締結時点で定年に達している者

• 12ヶ月以上の労働契約がない、WPがない

健康保険 • 一般に社会保険加入対象者は健康保険にも加入対象となる • 一般に社会保険加入対象外者は健康保険も加入対象外となる

失業保険

ベトナム人

• 1ヶ月以上の労働契約がある
• 月収2,340,000VND以上のパート

ベトナム人

• 無報酬役員（会長、取締役等）

外国人

• 失業保険に加入できない

QH15 Article ４

（※）親会社以外のグループ内企業からベトナム現地拠点へ異動する場合には社内異動に該当しない
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計算方法（概要）

保険料算定対象の給与 保険料率 保険料

① 基本給与

② 役職・職務手当

③ 定期的かつ安定的に支払われるその他手当

【上限規定】

A 社会保険：政府が定める参照額の20倍

B 健康保険：政府が定める参照額の20倍

C 失業保険：地域の最低賃金の20倍

（次頁）

31、34

雇用主
負担率

労働者
負担率

合計
負担率

社会保険 17.5％ 8.0％ 25.5％

健康保険 3.0％ 1.5％ 4.5％

失業保険 1.0％ 1.0％ 2.0％

ベトナム人合計 21.5％ 10.5％ 32.0％

無報酬役員ベトナム人
合計（※１）

20.0％ 9.5％ 29.5％

外国人合計
（※２）

20.5％ 9.5％ 30.0％

一般に翌月末まで納付

加入対象となった月から保険料が
発生するため、会社は速やかに加
入手続を行う必要がある
(労働契約開始日から30日以内)

（※１）社会保険のうち労災・職業病制度の雇用主負担分0.5％及び失業保険除く

（※２）失業保険除く
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保険料算定対象の給与及び上限規定

保険料算定対象の給与

上限規定

A 社会保険 2,340,000VND/月（2026年３月時点）の20倍 ＝46,800,000VND/月

B 健康保険 2,340,000VND/月（2026年３月時点）の20倍 ＝46,800,000VND/月

C 失業保険 地域の最低賃金の20倍（例：ホーチミン市中心部、ハノイ市中心部：5,310,000 VND/月の20倍＝106,200,000VND/月）

上記①②③が以下のA・B・Cを超えた場合は、 A・B・Cを前提に保険料を計算する

① 基本給与

② 役職・職務手当

③ 定期的かつ安定的に支払われるその他手当（※）

無報酬役員は、少なくとも地域の最低賃金以上で算定基準を設定する必要があり

（※）・ 賞与、食事手当、交通費補助、携帯電話手当、住宅手当、通勤手当、子育て支援手当、慶弔見舞金等は含まれない

・ 賞与が業績に応じて毎月支払われ、実質的に固定給の一部となっている場合においては、当該賞与は保険料算定対象の給与と見做される場合がある
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地域Ⅰ 地域 Ⅱ 地域 Ⅲ 地域 Ⅳ

月額 5,310,000VND 4,730,000VND 4,140,000VND 3,700,000VND

時給 25,500VND 22,700VND 20,000VND 17,800VND

Hà Nội 〇 〇 ー ー

HCM、Hải Phòng 〇 〇 〇 ー

Đồng Nai、Tây Ninh、Quảng Ninh 〇 〇 〇 〇

Lào Cai、Thái Nguyên、Bắc Ninh、Phú Thọ、
Hưng Yên、Ninh Bình、Thanh Hóa、Nghệ An、
Quảng Trị、Huế、Đà Nẵng、Khánh Hòa、
Lâm Đồng、 Đồng Tháp、Vĩnh Long、
An Giang、Cần Thơ、Cà Mau

ー 〇 〇 〇

Cao Bằng、Tuyên Quang、Điện Biên、
Lai Châu、Sơn La、Lạng Sơn、Hà Tĩnh、
Quảng Ngãi、Gia Lai、 Đắk Lắk

ー ー 〇 〇

• 最低賃金の適用対象は、労働契約を締結の労働者と使用者で、職務/職位に対する基本給が、この下限を下回ってはならない
• 使用者が活動する所在地が地域をまたがる工業団地や輸出加工区等の場合は最も高い最低賃金を適用
• 自社が地域Ⅰ～Ⅳのどの地域に属するかは、Phụ lục kèm theo Nghị định 293/2025/NĐ-CPでご確認いただけます

最低賃金（2026年1月1日から適用）

政令第293/2025/NĐ-CP都市部 地方部
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遅延納付
過少納付

・ 社会保険料及び失業保険料
社会保険料及び失業保険料の24%～30％の罰金

（上限1億5,000万VND）

・ 健康保険料
違反した労働者の人数に応じて200万～8,000万VNDの罰金

未納額の
延滞利息

未納額
×0.03%
×延滞日数

罰金の
延滞利息

未払罰金
×0.05%
×延滞日数

全従業員の保険料
未払

・ 社会保険料及び失業保険料
社会保険料及び失業保険料の36%～40％の罰金

（上限1億5,000万VND）

・ 健康保険料
違反した労働者の人数に応じて200万～8,000万VNDの罰金

未納額の
延滞利息

未納額
×0.03%
×延滞日数

罰金の
延滞利息

未払罰金
×0.05%
×延滞日数

Vietnam: Decree on Late Payment and Insurance Evasion | Insight | Baker McKenzie

-CP

罰則（例）

• 個人に罰金が科せられるときは、一般に下表の罰金額の半額となる

https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2026/03/vietnam-decree-on-late-payment-and-insurance-evasion
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まとめ ～実務の観点から～
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まとめ ～実務の観点から～

会社：各種規程の戦略的整備と税務調査対策

・ ご自身の課税所得と非課税所得、所得控除項目を正しく理解する

（例：本来非課税である項目が課税所得として処理されていないか）

・ 社会保険ベネフィットの確実な受給のため、対象事由発生時には速やかに会社に報告する

従業員：自己防衛と権利行使

・ 「規程の整備」は単なる事務作業ではなく、従業員の実質手取り給料の最大化や福利厚生の向上に直結し、

優秀な人材の定着にも寄与します

・ また、適切な規程の整備は、税務調査での否認リスクの低減にも有効です
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本資料の留意事項

本セミナー資料は、2026年3月時点の情報に基づいて作成しております。

その後の法改正等により、内容が変更となる可能性がございます。

本資料は、ベトナム法規に関する一般的な説明を目的としており、個別事案に対する専門的な助言を提供す

るものではありません。

個別の事案につきましては、別途専門家の助言を取得いただきますようお願い申し上げます。
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